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 事 業 主 各 位 

 

                          独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

                             東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 

 

 令和５年度障害者雇用納付金制度に基づく助成金及び65歳超雇用推進助成金制度説明会のご案内 

 

時下、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や

適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認

められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的

負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としております。 

 また、65 歳超雇用推進助成金につきましては、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くこ

とができる生涯現役社会を実現するため、65 歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢

の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成することを目的としております。 

今般、当該助成金に係る制度説明会を下記のとおり開催しますので、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

１. 日  時  第１回 令和５年 10月 24日（火） １０時００分から１１時３０分まで 

      第２回 令和５年 11月 20日（月） １４時３０分から１６時００分まで 

      第３回 令和５年 12月７日（木）  １０時００分から１１時３０分まで 

＊会場定員の関係から、ご参加いただく際には、別紙「各助成金制度説明会参加申込書」にて

参加申し込みのご連絡をお願いいたします（郵送または FAX）。 

        ＊受付は開始時刻の 20分前からとなります（受付時間前の入場はできません）。 

 

２．会  場  亀戸文化センター ホール（３階）【東京都江東区亀戸2-19-1（カメリアプラザ）】 

         【最寄駅】JR総武線、東武亀戸線亀戸駅北口より徒歩２分 

       【会場案内図】                                 

               
 

３．説明会参加にあたってのお願い 

 ・参加にあたっては別紙「助成金制度説明会参加申込書」にて参加申し込みのご連絡をお願いいたします。

（会場定員の関係から参加人数を事前に把握しております。なお、各回の説明内容は同一です） 

・当日は、可能な範囲でマスクの着用及び入場時の手指消毒等にご協力をお願いいたします。 

 

【問合せ・申告申請書送付先】  

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部 高齢・障害者窓口サービス課 

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-19-12墨田公共職業安定所 5階   

TEL 03-5638-2284  FAX 03-5638-2282 URL https://www.jeed.go.jp/ 

https://www.jeed.go.jp/


相談・申請窓口一覧

注意）不正受給への対応について

助成金の受給後に不正受給が発覚した場合、受給した助成金の返還に加え、延滞金、返還額の２割

に相当する額を支払う義務を負うほか、事業主名の公表、一定期間の各種助成金の不支給措置等がとら

れます。

不正受給は絶対になさらないでください。

高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、
以下の助成金を支給しています。

65歳超継続雇用促進コース

就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度
の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を規定し、当該就業規則の改定等について専門家等に委託し経費
を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数、定年を引上げる年数等に応じて、以下の額を支給
します。

・定年の引上げ又は定年の廃止、継続雇用制度の導入

・他社による継続雇用制度の導入

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への

委託費等及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費（注）

とし、支給対象経費に60％（中小企業事業主以外は45％）を乗じた額を支給します。

（注）その経費が50万円を超える場合は50万円。なお、企業単位で１回に限り、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に
50万円の費用を要したものとみなします。

高年齢者無期雇用転換コース
認定された無期雇用転換計画に基づき50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主

に対して、対象労働者１人につき48万円（中小企業事業主以外は38万円）を支給します。

また、対象労働者は１支給年度（４月～翌年３月まで）１適用事業所あたり10人までとなります。

※ 助成金の受給のためには、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第８条及び第９
条第１項の規定と異なる定めをしていないことなど、一定の要件を満たす必要があります。

詳細な要件につきましては各助成金の「支給申請の手引き」をご確認くださいますようお願いします。

高年齢者雇用管理整備措置の種類 支給対象経費

イ 高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善

○ 高年齢者の雇用管理制度の導入等（労働協約又は就業規則の作成・変更）に必要な
専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費

○ 上記の経費の他、左欄の措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウ
エア等の導入に要した経費（計画実施期間内の６か月分を上限とする賃借料または
リース料を含む）

ロ 労働時間制度の導入・改善

ハ 在宅勤務制度の導入・改善

ニ 研修制度の導入・改善

ホ 専門職制度の導入・改善

ヘ 健康管理制度の導入

ト その他の雇用管理制度の導入・改善

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部

※定年引上げ等の実施日が属する月の翌月から起算して４か月以内の各月月初から５開庁日までに、
必要な書類を添えて申請窓口へ提出してください。
※ 令和３年３月31日までに支給申請を行い70歳未満の取組みによりに本コースを受給した事業主が、
70歳以上の措置を導入した場合は、上記助成額から既受給額を差し引いた額を助成します。
※ 複数の取組みを実施した場合であっても支給額はいずれか高い額のみとなります。
（注）旧定年年齢、旧継続雇用年齢、他の事業主における旧継続雇用年齢が７０歳未満の場合に支給
します。支給上限額 １０万円 １５万円

６６～６９歳
への継続
雇用の引
上げ

７０歳以上
への継続
雇用の引
上げ（注）

措置内容



障害者雇用納付金制度では、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管
理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の雇入れや雇用の継続が困難であると認められる事
業主に助成金を支給します。

助成金の受給のためには、助成金ごとに定める要件を満たす必要があります。

障 害 者 を 労 働 者 と し て 雇 用 す る 事 業 主 の 皆 様 へ

障害者の福祉の増進を図るため、障害者の障害特性による課題に配慮された福祉施設の設置・整

備を行う場合に、その費用の一部を助成します。

障害者福祉施設設置等助成金

障害者の障害特性による就労上の課題を克服・軽減するための作業施設等の設置・整備を行う場

合に、その費用の一部を助成します。
▶第１種（購入等による設置・整備） ▶第２種（賃借による設置）

障害者作業施設設置等助成金

種類

当機構ホームページでは助成金制度の説明動画を配信しています。
各助成金の「ごあんない」パンフレットとあわせてご覧ください。

動画はコチラ↓

障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な措置を行う場合に、その費用の一部を助
成します。

▶職場復帰支援 ▶職場支援員の配置又は委嘱 ▶職場介助者の配置又は委嘱
▶手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱 ▶障害者相談窓口担当者の配置
▶重度訪問介護サービス利用者等職場介助※

※ 事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。

障害者介助等助成金

種類

障害者の障害特性による通勤の課題を軽減又は解消するための措置を行う場合に、その費用の一
部を助成します。

▶住宅の賃借 ▶指導員の配置 ▶住宅手当の支払 ▶駐車場の賃借
▶ ▶通勤用自動車の購入 ▶通勤用バスの購入 ▶通勤用バス運転従事者の委嘱

▶通勤援助者の委嘱 ▶重度訪問介護サービス利用者等通勤援助※
※ 事前に市町村等への事業実施の確認および相談が必要です。

重度障害者等通勤対策助成金

種類

職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費
用の一部を助成します。

▶訪問型職場適応援助者による支援 ▶企業在籍型職場適応援助者による支援

職場適応援助者助成金

種類

重度障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができる事業主が、これ
らの者の就労に必要な事業施設等の設置・整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の
一部を助成します。（事前相談が必要です。）

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

R4.12

東京支部 高齢・障害者窓口サービス課

（Tel: 03-5638-2284）


